
分べん料について

 当院は分べん料を次のとおり定めております。

分べん時の住所

が市域内の方

分べん時の住所

が市域外の方

診療日の診療時間内 120,000円 156,000円

診療日の診療時間外（深夜を除く）

144,000円 187,200円
土曜日（休日・深夜を除く）

診療日及び土曜日の深夜

168,000円 218,400円
日曜日、休日及び年末年始

※1 診療日／月曜日から金曜日（休日・年末年始を除く）までの
       午前 8時 30分から午後 5時まで
   深 夜／午前 0時から午前 6時まで、午後 10時から午後 12時まで 
   年末年始／12月 29日から翌年 1月 3日まで

 ※2 市内で分べんできる医療機関が年々減少していることから、より多
くの市民の方々を受け入れるため、市外居住者に対する加算額を設

けております。 
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